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社会福祉法人 明日檜役員報酬に関する規程 

 

 

（目  的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人明日檜（以下「法人」という。）の役員の報酬および費用弁

償に関する事項を定める。 

 

（役  員） 

第２条 この規程で定める役員は理事及び監事、評議員とする。 

 

（報  酬） 

第３条 法人の役員が理事会又は評議員会に出席した場合は１日につき報酬額１０，０００円

（源泉所得税額控除後）支給する。 

２  監事が監査を実施した場合は、１日につき報酬額１０，０００円（源泉所得税額控除後）を

支給する。 

 

（費用弁償） 

第４条 役員等が、理事会又は評議員会以外の会議に出席するため、あるいは法人の業務のため

に旅行したときは、その費用を弁償する。 

２ 旅費及び交通費の弁償額は実費の額とする。 

３ 日当および宿泊料は、次のとおりとする。 

   日 当 １日につき１０，０００円（源泉所得税額控除後） 

    宿泊料 １泊につき１０，０００円 

４ 定款第13条第4項または第26条第3項に基づき意思表示をしたときは５，０００円（源泉所得

税控除後）の額とする。 

 

（報酬等の支払方法） 

第５条 前条各号に規定する報酬、交通費等は、会議及び業務にあたった日から３０日以内に

指定する口座に振り込む。ただし、本人が現金による至急を希望した場合は、この限りでな

い。 

２ 交通費等は出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了

後清算することができるものとする。 

 

（改  正）        

第６条 この規程の改正については、理事会で作成し、評議員の議決を要する。 

 

 

   付 則 

 この規程は、平成２２年１１月２６日から施行する。 

 この規程は、平成２９年 ６月１０日から施行する。 

 この規程は、平成３０年 ７月 １日から施行する。 

 この規程は、令和 １年 ７月 １日から施行する。 

 この規程は、令和 ３年 ７月 １日から施行する。 


